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○
国
土
交
通
省
令
第
十
一
号

測
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
八
号
）
及
び
測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
測
量
法
施
行
規

則
及
び
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
三
項
の
基
盤
地
図
情
報
に
係
る
項
目
及
び
基
盤
地
図
情
報
が
満
た
す
べ
き

基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

測
量
法
施
行
規
則
及
び
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
三
項
の
基
盤
地
図
情
報
に
係
る
項
目
及
び
基
盤
地

図
情
報
が
満
た
す
べ
き
基
準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）



2

第
一
条
の
三

測
量
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
表
第
一
の
三

の
と
お
り
と
す
る
。

（
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
を
設
置
し
た
と
き
の
通
知
事
項
及
び
公
表
事
項
）

第
一
条
の
四

法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
を
設
置
し
た
年
月
日
と
す
る
。

（
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
を
移
転
し
た
と
き
等
の
通
知
事
項
及
び
公
表
事
項
）

第
一
条
の
五

法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
の
移
転
、
撤
去
又
は
廃
棄
の
別
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
移
転
後
の

所
在
地
と
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
測
量
標
又
は
測
量
成
果
の
使
用
承
認
申
請
書
の
様
式
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
及
び
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
る
申
請

書
を
国
土
地
理
院
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
）

第
二
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
国
土
地
理
院
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ

れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自

動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
つ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に
応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う

こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
部
分

に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入
力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す

る
方
法
と
す
る
。

（
基
本
測
量
の
測
量
成
果
等
の
閲
覧
）

第
二
条
の
三

国
土
地
理
院
の
長
は
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
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。
）
の
規
定
に
よ
り
測
量
成
果
及
び
測
量
記
録
を
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
測
量
成
果
及
び
測
量
記
録
閲
覧
所
（
以

下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
地
理
院
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
所
を
設
け
た
と
き
は
、
当
該
閲
覧
所
の
閲
覧
規
則
を
定
め
る
と
と
も

に
、
当
該
閲
覧
所
の
場
所
及
び
閲
覧
規
則
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
測
量
成
果
の
写
し
及
び
測
量
記
録
の
写
し
の
閲
覧
に
準
用
す

る
。

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
基
本
測
量
の
測
量
成
果
等
の
謄
抄
本
交
付
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条

第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
（
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え

、
「
測
量
成
果
又
は
」
を
「
測
量
成
果
及
び
」
に
、
「
求
め
」
を
「
受
け
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
二
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
等
）

第
四
条

法
第
二
十
九
条
、
法
第
三
十
条
第
四
項
、
法
第
四
十
三
条
及
び
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
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る
電
磁
的
方
法
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る

。一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
す
る
方
法

二

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
地
理
院
の
長
が
定
め
る
方
法

第
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
測
量
成
果
の
複
製
承
認
申
請
書
の
様
式
）

第
四
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
四
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
国
土
地

理
院
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
作
業
規
程
に
定
め
る
事
項
）

第
四
条
の
三

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

測
量
計
画
機
関
の
名
称

二

作
業
規
程
の
名
称

三

目
的
及
び
適
用
範
囲

四

測
量
の
基
準

五

作
業
計
画
の
作
成
の
方
法

六

精
度
管
理
の
方
法

七

図
化
の
方
法
（
図
化
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八

地
図
編
集
の
方
法
（
地
図
編
集
を
実
施
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九

測
量
成
果
の
種
類

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
永
久
標
識
を
設
置
し
た
と
き
等
の
通
知
事
項
）
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第
五
条
の
二

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
永
久
標
識
を
設
置
し
た
年
月
日
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
永
久
標
識
又
は
一
時
標
識
の
移
転
、
撤
去
又
は
廃
棄
の

別
及
び
そ
の
年
月
日
並
び
に
移
転
後
の
所
在
地
と
す
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
基
本
測
量
及
び
公
共
測
量
以
外
の
測
量
に
関
す
る
届
出
書
の
様
式
）

第
六
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第
六
の
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
国
土

交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
中
「
測
量
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
養
成
施
設
の
立
入
り
の
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
九
条
の
十
一

法
第
五
十
一
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
表
第
九
の
六
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
六
条
の
六
の
前
の
見
出
し
を
「
（
一
括
下
請
負
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
方
法

は
」
を
「
電
磁
的
方
法
は
」
に
、
「
方
法
と
」
を
「
も
の
と
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
（
同
条
第
三
項
前
段
に
規
定
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す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
七
中
「
方
法
」
を
「
電
磁
的
方
法
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

令
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の

種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
元
請
負
人
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

第
十
六
条
の
八
の
前
の
見
出
し
を
「
（
下
請
負
人
の
選
定
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「

方
法
は
」
を
「
電
磁
的
方
法
は
」
に
、
「
方
法
と
」
を
「
も
の
と
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
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び
次
条
」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
（
同
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い

旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す

る
方
法
）
」
を
削
る
。

第
十
六
条
の
九
中
「
方
法
」
を
「
電
磁
的
方
法
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

令
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
承
諾
又
は
同
条
第
二
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
承
諾
等
」
と
い
う
。
）
を

す
る
場
合
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ

前
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
方
法

ロ

注
文
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
の

種
類
及
び
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
下
請
負
人
選
定
者
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
承
諾
等
を
す
る
旨
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

別
表
第
一
の
一
の
１
の
イ
中
「
と
か
ら
な
り
」
を
「
か
ら
な
り
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
の
一
の
１
の
ロ
中
「
と
か
ら
な
り
」
を
「
か
ら
な
り
」
に
、
「
二
等
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
三
等
、
四
等
」
を

「
「
二
等
」
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
「
三
等
」
、
「
四
等
」
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
ハ
中
「
）
三
角
点
金
属
標
」
の
下
に
「
又
は
地
殻
変
動
観
測
点
金
属
標
」
を
加
え
、
「
一
等
の
代

わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
二
等
、
三
等
、
四
等
」
を
「
「
一
等
」
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
「
二
等
」
、
「
三
等
」
、
「
四
等
」
」
に

改
め
、
「
用
い
」
の
下
に
「
、
地
殻
変
動
観
測
点
金
属
標
の
場
合
は
、
「
地
殻
変
動
観
測
点
」
の
文
字
を
用
い
」
を
加
え
、

「
四
等
三
角
点
金
属
標
の
場
合
に
」
を
「
四
等
三
角
点
金
属
標
又
は
地
殻
変
動
観
測
点
金
属
標
の
場
合
に
」
に
改
め
、
平
面

図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
ニ
中
「
と
か
ら
な
り
」
を
「
か
ら
な
り
」
に
、
「
一
等
の
代
わ
り
に
二
等
」
を
「
「
一
等
」
の
代

わ
り
に
「
二
等
」
」
に
改
め
る
。

（平 面 図）
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別
表
第
一
の
一
の
１
の
ホ
中
「
一
等
の
代
わ
り
に
二
等
」
を
「
「
一
等
」
の
代
わ
り
に
「
二
等
」
」
に
改
め
、
平
面
図
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
中
へ
を
削
り
、
ト
を
へ
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
チ
中
「
か
ら
な
り
」
を
「
か
ら
な
り
、
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
チ
を
同
表
の
一
の
１
の
ト

と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の
リ
中
平
面
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（平 面 図）
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別
表
第
一
の
一
の
１
中
リ
を
チ
と
し
、
ヌ
を
リ
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
２
中
「
図
根
点
標
石
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
標
識
」
を
「
図
根
点
標
石
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
２
の
イ
中
「
図
根
点
の
代
わ
り
に
方
位
標
」
を
「
「
図
根
点
」
の
代
わ
り
に
「
方
位
標
」
」
に
改
め
る

。
別
表
第
一
の
一
の
２
中
ロ
を
削
り
、
ハ
を
ロ
と
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
３
の
ハ
中
「
二
等
の
代
わ
り
に
三
等
」
を
「
「
二
等
」
の
代
わ
り
に
「
三
等
」
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
３
の
ニ
中
「
と
か
ら
な
り
」
を
「
か
ら
な
り
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
３
の
ホ
中
「
）
水
準
点
金
属
標
」
の
下
に
「
又
は
電
子
基
準
点
付
属
標
」
を
加
え
、
「
一
等
の
代
わ
り

に
二
等
、
三
等
」
を
「
「
一
等
」
の
代
わ
り
に
「
二
等
」
、
「
三
等
」
」
に
改
め
、
平
面
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（平 面 図）
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別
表
第
一
の
一
の
３
の
へ
中
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
３
の
ト
中
「
基
準
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
等
、
二
等
」
を
「
「
基
準
」
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
「

一
等
」
、
「
二
等
」
」
に
改
め
、
平
面
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（平 面 図）
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別
表
第
一
の
一
の
４
中
「
基
準
の
代
わ
り
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
等
、
二
等
」
を
「
「
基
準
」
の
代
わ
り
に
そ
れ
ぞ
れ
「
一
等

」
、
「
二
等
」
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
５
中
「
と
か
ら
な
る
」
を
「
か
ら
な
り
、
そ
の
上
面
に
通
常
真

鍮

製
又
は
ス
テ
ン
レ
ス
製
の
指
標
を
取

ち
ゆ
う

り
付
け
る
」
に
改
め
、
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（平 面 図）
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別
表
第
一
の
一
の
６
中
「
と
か
ら
な
り
、
点
針
は
、
」
を
「
か
ら
な
り
、
点
針
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
７
の
ロ
中
平
面
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
８
の
ロ
中
平
面
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
１
の
イ
中
そ
の
一
及
び
そ
の
二
を
削
り
、
そ
の
三
を
そ
の
一
と
し
、
そ
の
四
を
そ
の
二
と
し
、
そ
の
二

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（平 面 図）（平 面 図）
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そ
の
三

こ
の
測
標
は
、
通
常
金
属
製
の
架
台
と
測
量
機
器
を
設
置
す
る
基
台

か
ら
な
り
、
架
台
に
は
金
属
製
の
名
板
を
取
り
付
け
る
。

そ
の
四

こ
の
測
標
は
、
通
常
金
属
製
の
架
台
、
測
量
機
器
を
設
置
す
る
基
台

、
太
陽
光
発
電
装
置
及
び
通
信
用
機
器
か
ら
な
り
、
架
台
に
は
金
属
製

の
名
板
を
取
り
付
け
る
。

別
表
第
一
の
二
の
１
の
ロ
を
削
り
、
同
表
の
二
の
１
の
ハ
を
同
表
の
二
の
１
の
ロ
と
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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２

標
杭

イ

標
杭

こ
の
標
杭
は
、
中
心
杭
と
標
示
杭
か
ら
な
り
、
中
心
杭
の
頂
の
中
心

に
鉄
く
ぎ
又
は
円
頭

鋲

を
打
ち
入
れ
る
。

び
よ
う

こ
の
図
は
、
図
根
点
標
杭
の
例
で
あ
る
。

ロ

標

鋲
び
よ
う

こ
の
標

鋲

は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
で
舗
装
し
た
場
所
等
に
設
置
し
、

び
よ
う

標

鋲

又
は
付
属
物
に
基
本
測
量
の
標
識
で
あ
る
こ
と
及
び
国
土
地
理

び
よ
う

院
の
表
示
を
す
る
。
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別
表
第
一
の
三
の
２
中
「
く
い
」
を
「
杭
」
に
改
め
、
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
一
中
「
き
損
」
を
「
汚
損
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
二
中
「
基
本
又
は
公
共
」
を
「
「
基
本
」
又
は
「

公
共
」
」
に
改
め
、
「
西
面
に
は
」
の
下
に
「
「
国
土
地
理
院
」
若
し
く
は
「
国
地
院
」
の
文
字
又
は
」
を
加
え
、
「
名
称

又
は
」
を
「
名
称
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
五
中
「
と
す
る
」
を
「
と
し
、
金
属
製
の
棒
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等

で
固
定
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
備
考
八
の
表
多
角
補
点
標
の
項
を
削
り
、
同
表
基
準
・
一
等
水
準
点
標
石
の
項
中
「
基
準
・
一
等
水
準
点
標

石
」
を
「
一
等
水
準
点
標
石
」
に
改
め
、
同
表
一
等
水
準
交
差
点
標
石
の
項
中
「
一
等
水
準
交
差
点
標
石
」
を
「
基
準
水
準

点
標
石
・
一
等
水
準
交
差
点
標
石
」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

26

28
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別
表
第
一
の
備
考
八
３
中
「
陶
器
標
」
を
「
方
位
標
陶
器
標
」
に
改
め
、
同
備
考
３
を
同
備
考
４
と
す
る
。

別
表
第
一
の
備
考
八
２
中
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
の
備
考
八
２
を
同
備
考
３
と
し
、
同
備
考
１
標
石
（
そ
の
四
）
を
削
り
、
同
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。２

標
識

天
測
点
標
識
又
は
菱
形
基
線
測
点
標
識

別
表
第
一
中
備
考
八
を
備
考
九
と
し
、
備
考
七
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

永
久
標
識
に
は
、
必
要
に
応
じ
固
有
番
号
等
を
記
録
し
た
Ｉ
Ｃ
タ
グ
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
の
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。
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別
表
第
六
中
「
第

条
」
を
「
第

条
第
１
項
」
に
、
「
国
・
公
共
団
体
の
許
可
・
認
可
又
は
補
助
を
受
け
て
行
う
工
事

45

46

名
又
は
事
業
名
」
を
「
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
等
を
受
け
て
、
又
は
国
・
公
共
団
体
の
負
担
、
補
助
等
を
受
け
て
行
う
事
業

の
名
称
」
に
改
め
、
同
表
の
記
載
要
領
④
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

④

行
政
庁
の
許
可
、
認
可
等
を
受
け
て
、
又
は
国
・
公
共
団
体
の
負
担
、
補
助
等
を
受
け
て
行
う
事
業
の
名
称
欄
は
、

許
可
・
認
可
等
を
受
け
て
、
又
は
負
担
・
補
助
等
を
受
け
て
行
う
事
業
の
た
め
で
は
な
い
測
量
に
つ
い
て
は
、
な
し
と

記
入
す
る
こ
と
。
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別
表
第
九
の
五
中
「
Ａ
二
版
」
を
「
Ａ
２
」
に
改
め
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。
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別
表
第
十
六
の
第
一
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
三
項
の
基
盤
地
図
情
報
に
係
る
項
目
及
び
基
盤
地
図
情
報
が
満
た
す
べ
き
基

準
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
三
項
の
基
盤
地
図
情
報
に
係
る
項
目
及
び
基
盤
地
図
情
報
が
満
た
す
べ

き
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
及
び
同
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
測
量
と
し
て
指
定
さ
れ
た
測
量
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
測
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
測
量
標
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
測
量
法
施
行
規
則
に
基
づ

い
て
設
置
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
測
量
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
六
に
よ
る
証
明
書
及
び
届
出
書
は

、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
測
量
法
施
行
規
則
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
六
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
六
月
三
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十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


